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論　
　

文

明
治
期
真
宗
僧
へ
の
辞
令
・
免
許
状
―
本
願
寺
派
長
州
僧
香
川
葆
晃
の
場
合
―

安
渓
遊
地

　

近
世
真
宗
の
歴
史
的
な
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
児
玉
識
は
、
長
州
の
真
宗
僧
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
（
児
玉
、
２
０
０
５
、１
０
０
ペ
ー
ジ
）。

　
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
、
島
地
黙
雷
、
大
洲
鉄
然
、
赤
松
連
城
、
香
川
葆

晃
ら
の
真
宗
僧
が
目
覚
ま
し
い
政
治
的
活
躍
を
遂
げ
た
。
彼
ら
は
月
性
の
没
後
、

そ
の
遺
志
を
継
い
で
倒
幕
運
動
に
直
接
、
間
接
参
加
し
、
維
新
後
は
い
ち
早
く
上

京
し
て
本
願
寺
の
宗
政
改
革
に
着
手
し
、
さ
ら
に
廃
仏
毀
釈
、
神
道
国
教
化
政
策

を
強
行
し
よ
う
と
す
る
明
治
新
政
府
の
宗
教
政
策
に
対
し
、
仏
教
界
を
代
表
し
て

抗
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
常
に
真
宗
を
例
に
と
り
な

が
ら
仏
教
が
国
家
の
た
め
に
有
用
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
木
戸
孝
允
ら
長
州
出
身

の
新
政
府
高
官
相
手
に
説
き
続
け
た
。

　

こ
の
よ
う
に
四
人
の
長
州
僧
が
並
列
さ
れ
る
中
で
、
香
川
葆
晃
（
ほ
う
こ
う
）
に
つ
い
て

は
、
著
作
集
も
評
伝
も
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
い
う
も
の
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
地

域
を
教
室
に
み
た
て
て
大
学
生
と
と
も
に
学
ぶ
と
い
う
授
業
を
展
開
す
る
中
で
、
防
府
市
富

海
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
の
僧
侶
で
も
あ
っ
た
児
玉
師
の
知
遇
を
得
て
、
私
が
香
川

葆
晃
の
研
究
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
２
０
０
６
年
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
右
記
の
よ

う
な
歴
史
の
英
語
に
よ
る
発
信
を
め
ざ
し
たA

nkei et al.

（
２
０
１
２
）
や
、
越
後
に
生

ま
れ
京
都
で
修
行
し
た
葆
晃
が
、
長
州
藩
の
密
偵
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
た
時
代
に
焦
点
を

あ
て
た
安
渓
（
２
０
２
５
）
な
ど
と
し
て
発
表
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
葆
晃
が
本
願
寺
か
ら
受
け
取
っ
た
辞
令
や
免
許
状
の
紹
介
を
こ

の
報
告
で
は
目
指
し
た
い
。
40
通
を
超
え
る
そ
れ
ら
の
書
類
は
、
葆
晃
の
本
山
で
の
活
動
を

支
え
た
側
室
の
ヨ
ネ
（
１
８
５
７
〜
１
９
２
７
）
が
保
管
し
て
い
た
も
の
で
、
時
代
的
に
は

明
治
２
年
か
ら
葆
晃
が
病
死
す
る
明
治
31
年
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
辞
令
類
は
、
ヨ

ネ
の
次
女
で
あ
っ
た
ヒ
デ
（
西
田
秀
子
）
か
ら
そ
の
長
女
の
高
嶋
晃
子
を
経
て
次
女
の
安
渓

芙
美
子
に
引
き
継
が
れ
、
芙
美
子
の
次
男
で
あ
る
著
者
の
安
渓
遊
地
が
現
在
は
保
管
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

　

辞
令
や
免
許
状
に
登
場
す
る
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
独
特
の
単
語
に
つ
い
て
は
、
香
川
葆
晃

が
本
山
で
活
動
し
た
時
代
は
、
本
願
寺
の
門
主
と
し
て
明
如
上
人
（
大
谷
光
尊
）
が
在
世
の

時
代
で
も
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
事
績
を
編
輯
し
た
『
明
如
上
人
日
記
抄
』（
前
編
後
編
）、『
明

如
上
人
略
年
表
』
を
主
に
参
照
し
た
。
辞
令
発
給
の
背
景
と
な
る
職
制
な
ど
に
つ
い
て
は
、

明
治
33
年
の
『
本
派
法
規
類
纂
』
が
有
用
で
、
い
ず
れ
も
、
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
で
本
文
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

免
許
状
や
辞
令
そ
の
も
の
の
紹
介
と
解
説
を
試
み
る
今
回
の
報
告
に
続
い
て
は
、
時
代
的

に
と
び
と
び
に
残
っ
て
い
る
書
類
の
間
を
埋
め
る
べ
く
、
香
川
葆
晃
と
い
う
人
物
と
そ
の
時

代
を
、
ト
ピ
ッ
ク
的
に
点
綴
す
る
記
事
を
予
定
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
専
門
と
す
る
人
類
学
を
や
ま
ぐ
ち
の
地
に
根
ざ
し
た
地
域
学
に
、
さ
ら
に
血
の

通
っ
た
自
分
学
へ
と
深
め
て
い
く
き
っ
か
け
を
与
え
て
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
元
龍
谷
大
学

教
授
の
故
・
児
玉
識
博
士
、
文
書
の
解
読
で
懇
切
な
指
導
を
た
ま
わ
っ
た
元
山
口
県
文
書

館
副
館
長
の
金
谷
匡
人
氏
に
心
か
ら
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
２
０
１
２
年
度
か
ら

２
０
１
６
年
度
に
か
け
て
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
幕
末
維
新
期
の
長
州
真
宗
僧
に
関
す

る
史
料
と
口
承
に
よ
る
総
合
的
研
究
」
の
支
援
を
受
け
た
。

香川葆晃（1839-1896）
『仏教大辞彙』より
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香
川
葆
晃
が
発
給
さ
れ
た
辞
令
・
免
許
状
と
そ
の
解
説

01
（
１
８
６
９
年
）	

依
願

一
代
柳
茶
色
緞
子
法
服

一
代
同
色
純
色
地
合
在
來
通

一
代
同
色
素
絹

一
代
同
色
紋
紗
直
綴

一
代
濃
紫
淺
黃
堅
地
差
貫

右
之
通
着
用
被
成
御
免
候
閒
難
有
可
被
存
候
也

明
治
二
已
巳
年
二
月
四
日	
　

下
閒
大
藏
卿
法
眼
㊞

周
防
國
都
濃
郡
富
田
村　

善
宗
寺
葆
晃
殿	

（
印
と
裏
側
に
別
の
割
印
）
黑
印	

解
説　

和
紙
、
５
３
５
ミ
リ
×
３
９
９
ミ
リ
。
４
つ
折
り
。
黒
印
で
、
裏
側
に
割
印
あ
り
。

下
間
頼
恭
の
署
名
。
衣
体
（
え
た
い
）
の
色
の
免
許
状
で
あ
る
。
葆
晃
が
善
宗
寺
の
住
職
に

な
っ
た
１
年
後
の
発
給
で
あ
る
。
柳
茶
は
、
鈍
い
黄
緑
色
を
指
す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の

現
在
の
「
衣
体
条
例
」（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
に
は
見
え
な
い
色
名
で
あ
る
。
す
べ
て
、「
一

代
」
で
始
ま
る
の
は
、
寺
の
格
と
し
て
で
は
な
く
、
葆
晃
の
一
代
に
限
り
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
３
行
目
の
「
純
色
」
は
、「
鈍
色
（
ど
ん
じ
き
）」
の
意
味
で
、
色
に
混
じ
り
気
が

な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
末
に
、
大
洲
鉄
然
・
島
地
黙
雷
・
赤
松

連
城
ら
長
州
の
真
宗
僧
ら
が
「
風
儀
改
正
」
を
め
ざ
し
、
さ
ら
に
本
山
の
改
革
を
提
唱
し

た
。
こ
れ
に
京
都
で
幕
吏
に
囚
わ
れ
、
脱
獄
し
て
萩
に
逃
れ
て
き
た
葆
晃
も
加
わ
っ
た
（
安

渓
、
２
０
２
５
）。
実
は
、
彼
ら
が
対
決
し
た
の
は
、
坊
官
と
呼
ば
れ
る
本
願
寺
の
武
士
団
・

下
間
（
し
も
つ
ま
）
家
が
独
占
す
る
既
得
権
益
だ
っ
た
。
本
山
で
の
席
次
に
も
直
結
す
る
衣

体
の
認
可
な
ど
は
そ
の
典
型
で
、
鉄
然
が
、
学
僧
の
位
階
の
得
業
（
と
く
ご
う
）
の
資
格
試

験
の
受
験
料
と
し
て
10
両
も
の
大
金
を
請
求
さ
れ
た
の
に
怒
っ
て
、
僧
侶
の
道
を
諦
め
て
堺

で
剣
道
道
場
を
開
い
た
こ
と
、
な
ど
も
そ
う
し
た
利
権
へ
の
憤
懣
の
例
で
あ
っ
た
。
門
主
広

如
上
人
に
よ
る
坊
官
制
の
廃
止
が
実
現
す
る
の
は
、
明
治
4
年
だ
が
、
そ
の
間
、
宗
門
の
改

革
運
動
の
首
魁
と
み
な
さ
れ
た
鉄
然
や
黙
雷
は
、
下
間
家
の
刺
客
に
生
命
を
狙
わ
れ
た
と
い

う
（
周
防
大
島
の
覚
法
寺
・
盛
岡
の
願
教
寺
で
の
聞
き
取
り
）。
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02
（
１
８
７
５
年
）

	

大
講
義	

香
川
葆
晃

新
潟
縣　

長
野
縣
右
管
下
巡
廻
差
免
候

事	明
治
八
年
十
二
月
七
日
㊞

四
派
管
長　

大
敎
正
大
谷
光
尊

（
印
）
眞
宗
敎
導
職
管
長
之
印

解
説　

和
紙
、
２
８
４
ミ
リ
×
２
１
４

ミ
リ
。
現
存
す
る
葆
晃
の
辞
令
と
し
て

は
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
も
の
。
巡
廻

を
命
じ
る
辞
令
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
現

存
し
な
い
。
こ
の
年
、
葆
晃
の
誕
生
寺

で
あ
る
新
潟
県
上
越
市
竹
直
の
真
照
寺

で
は
、
住
職
で
あ
っ
た
兄
の
高
嶋
宗
明

に
一
人
息
子
の
大
円
（
後
の
高
嶋
米
峰
）
が
生
ま
れ
て
い
る
。
明
治
16
年
、
本
山
の
巡
教
使

と
し
て
新
潟
県
に
出
張
し
て
き
た
弟
の
葆
晃
に
対
し
て
、宗
明
は「
大
円
を
京
都
に
連
れ
帰
っ

て
り
っ
ぱ
な
坊
主
に
し
て
く
れ
」
と
頼
ん
だ
（
安
渓
、
２
０
２
５
）。
大
講
義
は
、
教
部
省

が
定
め
た
神
官
・
僧
侶
等
に
共
通
の
教
導
職
の
14
段
階
の
位
階
の
ひ
と
つ
で
、
上
か
ら
７
番

目
、
管
長
ク
ラ
ス
が
、
最
高
位
の
大
教
正
で
あ
る
。
明
治
８
年
は
、
島
地
黙
雷
ら
の
努
力
で

神
仏
合
同
布
教
が
停
止
に
な
り
、
廃
仏
毀
釈
の
嵐
が
よ
う
や
く
止
ま
っ
た
年
だ
が
、
大
教
院

時
代
の
肩
書
や
印
章
は
ま
だ
使
用
さ
れ
て
い
る
。（
西
）
本
願
寺
法
主
の
、
大
谷
光
尊
（
妙

如
上
人
）
は
、「
四
派
管
長
」
の
肩
書
を
用
い
て
い
る
。
四
派
と
は
、
真
宗
の
本
願
寺
派
・

大
谷
派
・
高
田
派
・
木
辺
派
の
４
つ
の
総
称
。「
明
治
十
七
年
【
九
月
】
十
日　

本
願
寺
派

管
長
の
認
可
を
得
（『
明
如
上
人
略
年
表
』）」
と
あ
る
よ
う
に
、
４
つ
の
宗
派
で
一
人
の
管

長
し
か
許
さ
れ
な
い
時
代
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

03
（
１
８
７
７
年
）	

	
		



香
川
葆
晃

三
級
出
仕
申
付
候
事	

明
治
十
年
三
月
十
五
日

㊞　
　

（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　

鳥
の
子
紙
、
２
９
４
ミ
リ
×
２
２
４
ミ

リ
。
出
仕
と
は
、明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
以
後
、

事
務
が
繁
多
を
き
わ
め
る
場
合
、
臨
時
に
置
か

れ
た
員
外
官
。
葆
晃
初
め
て
の
常
勤
職
か
。
明

治
31
年
７
月
16
日
の
「
敎
學
參
議
部
職
制
」
に

「
第
十
三
條　

敎
學
參
議
部
出
仕
ト
シ
テ
必
要

ニ
應
シ
親
授
又
ノ
禀
授
ノ
職
員
ヲ
置
キ
部
長
ノ

命
ヲ
承
ケ
部
務
ニ
服
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
る
。

04
（
１
８
７
７
年
）	

	

三
級
出
仕　

香
川
葆
晃

二
等
執
事
申
付
候
事	

明
治
十
年
五
月
七
日

㊞　
　
　

（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　

以
下
同
用
紙
。
明
治
10
年
10
月
31
日

付
け
で
、
本
願
寺
と
興
正
寺
が
末
寺
47
カ
寺

の
所
属
を
相
互
に
確
認
し
た
文
書
が
交
わ
さ

れ
た
。
本
願
寺
二
等
執
事
香
川
葆
晃
が
、
両

山
の
事
務
役
員
に
異
議
申
立
無
き
こ
と
と
い

う
申
し
渡
し
に
署
名
し
て
い
る
（
内
局
枢
密

部
編
、
１
９
０
０
、５
０
１
頁
）



― 498 ―

山口県立大学学術情報　第 19 号 〔大学院論集　通巻第 27 号〕 2026年 3 月

05
（
１
８
７
７
年
）	

	
		



香
川
葆
晃

敎
用
ニ
付
東
上
申
付
候
事	

明
治
十
年
十
一
月
十
七
日
㊞	

	

寺
務
所	

（
印
）
本
願
寺
寺
務
所
之
印

解
説　
「
明
治
十
年
十
一
月
十
日　

一　

御

法
主
樣
、
今
午
後
六
時
に
、
東
京
へ
ご
機

嫌
よ
く
御
着
被
遊
候
よ
し
電
信
參
り
、
恐

悅
に
存
上
奉
候
、
早
々
方
々
樣
へ
申
し
上

る
（
奥
日
次
抄
『
明
如
上
人
日
記
抄
』
前
編
、

５
８
頁
）。」「
明
治
十
年
十
二
月
十
日
越
後

よ
り
東
京
着
（『
明
如
上
人
略
年
表
』）。」

06
（
１
８
７
７
年
）

		


權
少
敎
正
香
川
葆
晃

宣
旨
御
迎
ノ
為
東
本
願
寺
江
出
張
申
付
候
事 

明
治
十
年
十
二
月
廿
八
日
㊞

	

寺
務
所

（
印
）
本
願
寺
寺
務
所
之
印

解
説　

親
鸞
聖
人
と
蓮
如
上
人
の
宣
旨
を
、

明
治
９
年
11
月
か
ら
本
願
寺
派
と
大
谷
派
で

そ
れ
ぞ
れ
半
年
ず
つ
保
有
す
る
こ
と
を
決

め
、
毎
年
６
月
30
日
と
12
月
31
日
に
重
役

１
名
を
派
遣
し
て
い
た
。
明
治
15
年
か
ら
は
、

年
に
１
度
と
し
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が

『
明
如
上
人
日
記
抄
』
前
編
、
４
頁
に
載
っ

て
い
る
。

07
（
１
８
７
７
年
）

		


香
川
葆
晃

御
酒
海
之
節
取
扱
申
付
候
事	

明
治
十
年
十
二
月
廿
八
日
㊞	

	

寺
務
所	

（
印
）
本
願
寺
寺
務
所
之
印

	

解
説　
「
御
酒
海
と
い
う
の
は
、
元
旦
の
朝
、

修
正
會
の
始
ま
る
前
に
御
影
堂
に
於
い
て

行
わ
れ
る
祖
前
献
杯
の
儀
式
の
こ
と
で
あ

る
。･･････

い
つ
か
中
絶
し
て
い
た
の
を
、

准
如
上
人
の
慶
長
十
八
年
の
元
旦
よ
り
こ

れ
を
再
興
さ
れ
て
か
ら
、
年
々
新
年
の
嘉

例
と
な
っ
て
現
在
に
及
ん
で
い
る
（
経
谷
、

１
９
９
０
、
11
頁
）。」

	

08
（
１
８
８
０
年
）

		


香
川
葆
晃

寺
法
編
製
委
員
幹
事
長
申
付
候
事	

明
治
十
三
年
二
月
五
日

㊞（
印
）
龍
谷
貫
首			




解
説　
「
明
治
十
三
年
【
一
月
】
是
月
寺
法

編
製
事
務
局
設
置
【
二
月
】
◯
十
七
日
よ

り
百
花
園
に
て
寺
法
編
製
會
議
、
時
々
臨

場
【
三
月
】
十
五
日
寺
法
議
定
に
付
編
製

委
員
三
十
八
名
に
直
諭
す
（『
明
如
上
人
略

年
表
』）」
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09
（
１
８
８
０
年
）	

		


香
川
葆
晃

新
御
消
息
披
露
且
御
趣
意
演
達
之
爲
出
雲
石

見
両
國
出
張
被
申
付
候
事	

明
治
十
三
年
九
月
廿
五
日
㊞		


	

寺
務
所

（
印
）
本
願
寺
寺
務
所
之
印

解
説　

２
６
６
ミ
リ
×
１
９
９
ミ
リ
。
以
下
、

特
記
し
な
い
場
合
は
同
サ
イ
ズ
。
御
消
息
と

は
、
浄
土
真
宗
で
、
開
祖
親
鸞
聖
人
以
來
、

歴
代
の
法
主
か
ら
信
徒
に
示
さ
れ
た
教
義
上

の
消
息
文
。

10
（
１
８
８
１
年
）	

	
		



香
川
葆
晃

新
御
消
息
披
露
且
御
趣
意
演
達
之
爲
大
分
縣

下
豐
後
之
國
江
出
張
被
申
付
候
事	

明
治
十
四
年
六
月
廿
三
日

	

二
等
執
行
長
谷
川
楚
敎
㊞

（
印
）
二
等
執
行
長
谷
川
楚
敎
之
印

解
説　
「
明
治
十
三
年
【
六
月
】
一
日
近
松

攝
眞
を
一
等
執
行
、
中
山
攝
觀
、
石
原
僧
宜
、

赤
松
連
城
、
長
谷
川
楚
敎
を
二
等
執
行
に
任

ず【
十
二
月
】〇
是
月
監
獄
敎
誨
を
始
む（『
明

如
上
人
略
年
表
』）」	
			




11
（
１
８
８
３
年
）	

	

執
行
兼
學
務
局
長

	

　
　
　

	

香
川
葆
晃

兼
敎
務
局
長
申
付
候
事

	

兼
學
務
局
長
如
故	

明
治
十
六
年
一
月
十
日

㊞（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　

２
９
２
ミ
リ
×
２
１
９
ミ
リ
。
３
つ

目
の
兼
任
を
命
ず
る
内
容
。「
明
治
十
五【
一

月
】
一
月
十
五
日
執
行
の
等
差
を
廢
し
、
日

野
澤
依
、
大
洲
鐵
然
、
香
川
葆
晃
、
石
原
僧

宣
が
執
行
を
任
ず
〇
二
十
四
日
七
里
恆
順
二

等
執
行
解
任
（『
明
如
上
人
略
年
表
』）」

		


12
（
１
８
８
３
年
）

	

執
行
兼
學
務
敎
務
両
局
長

	

　
　
　

	

香
川
葆
晃

四
洲
敎
校
ヘ
出
張
申
付
候
事	

明
治
十
六
年
三
月
十
九
日

㊞（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　

２
８
７
ミ
リ
×
２
２
２
ミ
リ
。
四
洲

敎
区
（
四
国
丸
亀
市
の
本
願
寺
別
院
が
教
務

所
）
に
あ
っ
た
学
校
へ
の
出
張
命
令
か
。
保

管
中
の
破
損
（
黒
い
部
分
）
が
見
ら
れ
る
。
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13
（
１
８
８
３
年
）	

	

執
行
兼
學
務
敎
務
両
局
長

		


香
川
葆
晃

大
阪
府
下
和
泉
國
南
郡
組
ヘ
出
張
申
付
候

事	

　

明
治
十
六
年
七
月
五
日

㊞（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　
「
明
治
十
六
年
【
一
月
】
〇
三
十
一

日
〇
執
行
大
洲
鉄
然
解
任
（『
明
如
上
人
略

年
表
』）」	

14
（
１
８
８
４
年
）

	

二
等
執
行
兼
敎
務
局
長

	

學
務
局
長

		


香
川
葆
晃

依
願
免
兼
敎
務
局
長	

　

明
治
十
七
年
一
月
十
六
日			




	

解
説　

発
給
者
も
押
印
も
な
い
。「
明
治

十
六
年
【
十
一
月
】
〇
三
十
日
復
た
執
行
の

等
差
を
設
け
日
野
澤
依
を
一
等
執
行
に
、
香

山
葆
晃
、
長
谷
川
楚
敎
、
赤
松
連
城
を
二
等

執
行
に
任
ず
【
十
二
月
】
利
井
明
朗
を
二
等

執
行
に
任
ず
〇
年
末
儉
約
を
令
し
執
行
に
木

綿
、
二
子
織
各
一
反
宛
、
以
下
雇
に
至
る
ま

で
木
綿
一
反
宛
を
與
ふ
（『
明
如
上
人
略
年

表
』）」

15
（
１
８
８
４
年
）	

	

二
等
執
行
兼
興
學
局
長

		


香
川
葆
晃

免
本
役
兼
役

　

明
治
十
七
年
六
月
七
日	

㊞（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　

保
管
中
の
破
損
（
黒
い
部
分
）
が
見

ら
れ
る
。
両
方
の
役
を
免
じ
た
も
の
。「
明

治
十
七
年
【
四
月
】
二
十
六
日
寺
務
所
を
執

行
所
と
改
稱
し
興
學
、
布
敎
、
奉
事
、
考
究

の
四
局
を
置
く
【
六
月
】
香
山
葆
晃
、
赤
松

連
城
、利
井
明
朗
の
二
等
執
行
各
解
任
（『
明

如
上
人
略
年
表
』）」

16
（
１
８
８
４
年
）

		


香
川
葆
晃

一
等
巡
敎
使
申
付
候
事	

　

明
治
十
七
年
六
月
七
日		


	

㊞（
印
）
龍
谷
貫
首

解
説　

辞
令
15
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、

本
山
で
の
仕
事
を
減
ら
し
、
各
地
の
巡
教
と

い
う
仕
事
を
主
に
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
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17
（
１
８
８
８
年
）	

		


香
川
葆
晃

酬
勞
年
金
一
等
ヲ
授
與
ス	

明
治
廿
一
年
一
月
四
日

				





解
説　

鳥
の
子
紙
、
３
０
３
ミ
リ
×
２
２
８

ミ
リ
。
発
給
者
も
押
印
も
な
い
が
、「
本
願

寺
」
の
透
か
し
が
入
っ
て
い
る
。
写
真
左
は

透
過
光
に
よ
っ
て
撮
影
。「
酬
勞
年
金
給
與

法
」
は
、
明
治
27
年
１
月
４
日
に
定
め
ら
れ

た
。「
第
一
條　

末
派
僧
侶
ニ
シ
テ
明
治
維

新
ノ
前
後
本
山
ノ
爲
ニ
力
ヲ
盡
シ
護
法
扶
宗

ノ
功
績
拔
群
ナ
ル
者
及
ヒ
明
治
九
年
改
制
已

後
本
山
ノ
役
務
ニ
任
シ
特
殊
ノ
偉
功
顯
著
ナ

ル
者
ニ
限
リ
其
功
績
ヲ
表
彰
シ
酬
勞
年
金
ヲ

授
ク
」
と
あ
り
、
特
等
か
ら
六
等
ま
で
あ
っ

た
（
内
局
枢
密
部
編
、
１
９
０
０
、４
２
３

〜
４
２
４
頁
）。
明
治
28
年
４
月
６
日
に
は
、

「
酬
勞
年
金
一
等
ヲ
授
ク
者
ハ
自
今
特
授
ノ

待
遇
ト
ス
ル
」（
同
書
、５
２
６
頁
）
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
条
文
に
よ
る
整
備
が
さ
れ
る
前
か

ら
、
酬
勞
年
金
の
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。	

	

18
（
１
８
８
８
年
）	

		


香
川
葆
晃

一
等
巡
敎
使
申
付
候
事	

明
治
廿
一
年
一
月
四
日
㊞		



（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

鳥
の
子
紙
、
２
９
４
ミ
リ
×
２
２
２

ミ
リ
。
辞
令
17
と
同
じ
日
付
の
発
給
で
あ
る

が
、
透
か
し
は
な
い
。
四
年
前
の
辞
令
16
と

同
じ
文
面
。

			




19
（
１
８
８
８
年
）	

		


香
川
葆
晃

宿
老
所
議
員
申
付	

明
治
二
十
一
年
九
月
四
日
㊞		



（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

	

解
説　
「
明
治
二
十
一
年
【
八
月
】
◯

二
十
四
日
執
行
所
職
制
更
改
、
庶
務
規
定
を

定
む
◯
二
十
八
日
總
代
會
衆
選
擧
規
定
を

定
む
【
九
月
】
三
日
宿
老
所
設
置
〇
九
日

島
地
默
雷
、
赤
松
連
城
、
香
川
葆
晃
、
利

井
明
朗
、
安
國
淸
、
小
田
佛
乘
、
水
原
慈

音
、
七
里
恆
順
を
宿
老
議
員
に
、
日
野
澤
依

を
同
議
長
、
赤
松
連
城
を
同
常
在
員
に
補
す

（『
明
如
上
人
略
年
表
』）」　

宿
老
所
は
天
皇

直
属
の
枢
密
院
に
酷
似
す
る
（
平
野
・
本
多
、

２
９
１
１
、８
５
頁
）。
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20
（
１
８
８
９
年
）	

	

周
防
國
都
濃
郡
富
田
村

		


善
宗
寺

		


住
職　

香
川
葆
晃

祖
師
聖
人
御
影

右
依
願
為
該
寺
法
寶
物
被
授
與
候
也　

　

明
治
廿
二
年
五
月
七
日

	

本
山

		


執
行
所

（
割
印
）

　
寺
務　

釋
光
尊
㊞

大
谷
本
願
寺
親
鸞
聖
人
眞
影
㊞

　

明
治
廿
二
年
五
月
六
日

寄
進

　

大
順

　

蓬
開

　

則
麿

　

圓
順

　

露
ヵ
光

　

惣
同
行

山
口
縣
下
善
宗
寺
物　

	

願
主
釋
葆
晃

（
印
と
割
印
）
本
願
寺
印
・
光
尊

	

解
説　

こ
の
２
点
の
文
書
は
、
山
口
県
周
南
市
政
所
（
ま
ど
こ
ろ
）
の
善
宗
寺
所
蔵
。
別
紙

と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る
。
願
主
の
香
川
葆
晃
以
外
に
、
寄
進
者
と
し
て
５
人
の
名
前
が
書

か
れ
て
い
る
。
善
宗
寺
系
図
に
よ
れ
ば
、
大
順
は
、
摂
津
・
堺
の
善
教
寺
善
宗
寺
住
職
第
12

世
住
職
。
円
順
は
萩
の
清
光
寺
か
ら
安
政
の
始
め
に
養
子
と
し
て
入
り
、
万
延
元
年
に
13
世

と
な
る
。
円
順
は
絵
画
を
良
く
し
た
が
、
蒲
柳
の
質
で
40
歳
頃
に
死
去
。
そ
の
後
、
葆
晃

は
、
藩
士
の
勧
め
に
よ
り
明
治
元
年
２
月
に
婿
養
子
と
し
て
善
宗
寺
に
入
り
、
円
順
の
未
亡

人
・
綾
（
天
保
９
年
生
ま
れ
）
と
結
婚
し
、
香
川
を
姓
と
し
て
善
宗
寺
第
14
世
と
な
る
。
円

順
の
側
室
の
子
の
則
麿
は
、
長
じ
て
第
15
世
を
嗣
ぐ
。
葆
晃
と
綾
の
間
に
明
治
５
年
に
生
ま

れ
、
明
治
29
年
に
遊
学
先
の
九
州
で
溺
死
し
た
卓
爾
は
、
ま
だ
未
成
年
の
た
め
か
こ
こ
に
名

を
連
ね
て
い
な
い
。
善
宗
寺
系
図
に
は
「
女
」
と
表
記
さ
れ
て
名
前
が
な
い
が
、
蓬
開
は
大

順
の
坊
守
、
露
光
は
円
順
の
坊
守
で
あ
っ
た
長
女
の
名
前
で
あ
ろ
う
か
。
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21
（
１
８
８
９
年
）	

		


香
川
葆
晃

本
會
奬
勵
御
消
息
披
露
ノ
爲
安
藝
ノ
國
ヘ
出

張
可
被
致
候
事	

明
治
廿
二
年
十
一
月
十
九
日	

	
護
持
會
總
裁
日
野
澤
依
㊞	

（
印
）
護
持
會
總
裁
日
野
澤
依
印

（
透
か
し
）
本
願
寺
護
持
會			




	

解
説　

２
８
７
ミ
リ
×
２
１
８
ミ
リ
。
日
野

沢
依
は
、大
谷
光
尊
門
主
の
弟
（
連
枝
）『
仏

教
大
辞
彙
』。
透
過
光
に
よ
る
写
真
を
前
頁

に
掲
載
す
る
。

22
（
１
８
９
２
年
）	

		


執
行
香
川
葆
晃

依
願
解
執
行	

明
治
二
十
五
年
八
月
一
日

解
説　

３
０
３
ミ
リ
×
２
２
７
ミ
リ
。
用
紙

は
両
面
が
平
滑
な
厚
手
の
も
の
。
い
わ
ゆ
る

ケ
ン
ト
紙
に
似
る
。「
本
願
寺
」
の
透
か
し

が
あ
り
、
辞
令
17
と
同
じ
紙
漉
き
用
の
型
が

使
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以

後
、
こ
の
用
紙
が
主
に
使
わ
れ
る
。
香
川
葆

晃
が
、
内
閣
の
大
臣
に
当
た
る
執
行
（
し
ゅ

ぎ
ょ
う
）
に
初
め
て
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
明

治
15
年
１
月
15
日
だ
っ
た
（『
明
如
上
人
略

年
表
』）。　

	

23
（
１
８
９
２
年
）

		


香
川
葆
晃

真
宗
敎
會
規
則
第
十
二
條
ニ
依
リ
眞
宗
敎
會

本
部
副
長
ヲ
命
ス	

明
治
二
十
五
年
八
月
一
日
㊞		



（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

真
宗
教
会
は
、
真
宗
の
教
え
を
広
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
。
真
宗
教
会
規

則
は
、
教
会
条
例
に
基
づ
い
て
、
明
治
24
年

３
月
18
日
付
で
定
め
ら
れ
、
執
行
長
大
洲
鉄

然
、
執
行
香
川
葆
晃
、
執
行
小
田
仏
乗
が
署

名
し
た
。「
規
則
第
十
二
條　

本
部
正
副
長

ハ
特
ニ
本
山
ヨ
リ
之
ヲ
命
ス
（
但
任
免
ニ
先

チ
法
主
ヨ
リ
集
會
ニ
諮
詢
ス
）」
と
あ
る
（
名

和
、
１
８
９
４
、
34
〜
39
頁
）。

24
（
１
８
９
２
年
）	

		


司
敎　

香
川
葆
晃

任
大
學
林
綜
理	

明
治
二
十
五
年
八
月
一
日
㊞		



（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

		


解
説　

明
治
25
年
２
月
９
日
の
「
卒
業
并

ニ
進
級
証
書
ノ
儀
ニ
付
伺
」
で
は
、「
大
学

林
副
綜
理　

香
川
葆
晃
」
と
署
名
し
て
い

る
が
、
そ
の
次
の
２
月
27
日
付
の
書
類
で

は
、「
大
學
林
綜
理
事
務
取
扱　

香
川
葆

晃
（
印
）」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
（『
龍
谷

大
学
三
百
五
十
年
史
・
史
料
編
・
第
四
巻
』

６
２
０
〜
６
２
１
頁
）。
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25
（
１
８
９
４
年
）

	

真
宗
敎
會
本
部
副
長
香
川
葆
晃

依
願
本
職
ヲ
解
ク	

　

明
治
廿
七
年
十
二
月
一
日			




		


解
説　

３
１
０
ミ
リ
×
２
３
２
ミ
リ
。
透
か

し
の
文
字
が
変
更
さ
れ
た
。
辞
令
23
の
任
命

か
ら
２
年
あ
ま
り
務
め
た
時
点
で
の
解
任
で

あ
る
。
解
任
の
辞
令
書
は
、
押
印
や
命
令
者

の
記
載
の
な
い
場
合
が
あ
る
。	

	

26
（
１
８
９
５
年
）	

		


香
川
葆
晃

一　

香
色
衣
體

一　

紫
地
紋
浮
紋
白
五
條
袈
裟

一　

八
藤
紋
白
差
貫

右
特
別
ヲ
以
着
用
被
差
許
候
事	

　

明
治
廿
八
年
四
月
八
日	

	

執
行
長
日
野
澤
依
㊞

　
（
印
）
執
行
長
日
野
澤
依
印

解
説　

辞
令
21
と
同
じ
日
野
連
枝
の
署
名
。

楷
書
の
辞
令
類
と
は
異
な
り
、
免
許
状
01
に

も
似
た
筆
法
で
書
か
れ
て
い
る
。
香
色
は
、

も
と
も
と
丁
字
等
の
香
料
で
染
め
た
高
貴
な

色
で
、現
在
の
衣
体
条
例
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

で
は
、「
特
別
輪
袈
裟
」
と
し
て
、
勧
学
と

司
教
等
に
着
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

27
（
１
８
９
５
年
）	

		


香
川
葆
晃

特
選
會
衆
ヲ
解
ク	

　

明
治
廿
八
年
九
月
六
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

洋
紙
、
３
１
０
ミ
リ
×
２
３
１
ミ
リ
。

国
会
に
あ
た
る
集
会
（
し
ゅ
う
え
）
の
構
成

員
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
総
会
会
衆
（
え

し
ゅ
）
と
、
門
主
が
指
名
す
る
特
選
会
衆
と

が
あ
っ
た
。
明
治
22
年
10
月
22
日
、
明
如
上

人
は
、
執
行
長
か
ら
の
「
集
會
ハ
特
選
總
代

混
同
ノ
組
織
ニ
候
ヘ
バ
」
一
等
連
枝
の
よ
う

な
品
位
の
高
い
方
に
は
、
総
代
会
衆
が
遠
慮

す
る
の
で
、
今
後
は
宿
老
所
で
発
言
さ
れ
、

特
選
会
衆
と
し
て
は
推
薦
し
な
い
で
ほ
し
い

と
い
う
申
し
出
を
許
可
し
た
と
あ
る
（『
明

如
上
人
日
記
抄
』
前
篇
、
２
２
３
頁
）。	

28
（
１
８
９
５
年
）	

		


香
川
葆
晃

任
顧
問
所
顧
問	

　

明
治
廿
八
年
九
月
六
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　
「
明
治
二
十
八
年
【
九
月
】
一
日
內

範
更
改
會
議
、
上
人
議
長
に
當
る
◯
四
日
宿

老
所
を
廢
し
顧
問
所
職
制
發
布
（『
明
如
上

人
略
年
表
』）」　

特
選
会
衆
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
前
項
の
解
説
を
参
照
。
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29
（
１
８
９
６
年
）	

		


香
川
葆
晃

　

鴇
色
綾
織
地
紋
撚
金
紋
五
條
袈
裟

右
特
別
之
次
第
を
以
着
用
被
差
許
候
事

　

明
治
廿
九
年
一
月
十
三
日
㊞	

	
執
行
所	

（
印
）
本
願
寺
執
行
所
之
印

（
裏
面
印
）
執
行
長
日
野
澤
依
印

（
割
印
）下
半
分
の
み
。
執
行
局
長
之
印
か
。

	

解
説　

鳥
の
子
紙
、
２
９
１
ミ
リ
×

２
２
２
ミ
リ
。
免
許
状
26
と
異
な
り
、
こ
の

こ
ろ
使
わ
れ
て
い
る
両
面
が
平
滑
な
透
か

し
入
り
の
用
紙
で
は
な
い
。
文
字
も
楷
書
で

な
い
上
に
、
割
印
と
裏
面
に
も
印
が
あ
る
様

式
は
、
明
治
２
年
の
下
間
家
発
給
の
免
許
状

の
裏
面
に
割
印
が
あ
る
形
と
似
通
う
も
の
で

あ
る
。
衣
体
の
免
許
状
に
は
古
風
が
尊
ば
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
現

在
の
衣
体
条
例
に
は
、
鴇
色
（
と
き
い
ろ
）

は
載
っ
て
い
な
い
。

30
（
１
８
９
６
年
）	

		


顧
問
所
顧
問
香
川
葆
晃

上
首
ヲ
命
ス	

　

明
治
廿
九
年
四
月
十
一
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

	

解
説　

３
０
９
ミ
リ
×
２
３
１
ミ
リ
。
上
首

と
は
、
顧
問
所
の
定
期
集
會
の
議
長
。
正
副

あ
り
。

			




31
（
１
８
９
７
年
）

		


顧
問
所
上
首
香
川
葆
晃

上
首
ヲ
解
ク	

　

明
治
三
十
年
五
月
四
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

辞
令
30
と
首
尾
が
揃
っ
た
例
。
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32
（
１
８
９
７
年
）

		


大
學
林
綜
理
香
川
葆
晃

綜
理
差
解	

　

明
治
三
十
年
五
月
四
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

辞
令
24
の
任
命
辞
令
と
対
を
な
す
。

『
仏
教
大
辞
彙
』
に
は
、「
専
心
育
英
に
従

事
し
、
恩
威
並
び
垂
れ
て
学
徒
を
悉
く
悦

服
せ
し
む
」
と
あ
る
。	

33
（
１
８
９
７
年
）	

		


香
川
葆
晃

任
執
行	

　

明
治
三
十
年
五
月
四
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　
「
明
治
三
十
年
【
五
月
】
四
日
香
川

葆
晃
執
行
任
命
（『
明
如
上
人
略
年
表
』）」

34
（
１
８
９
７
年
）	

		


香
川
葆
晃

各
宗
大
會
ヘ
出
席
委
員
ヲ
命
ス	

　

明
治
三
十
年
八
月
六
日
㊞		



（
印
）
眞
宗
本
願
寺
派
管
長

解
説　

各
宗
大
会
と
は
、
仏
教
の
各
宗
派
が

構
成
す
る
各
宗
協
会
が
一
堂
に
会
す
る
も
の
。

明
治
25
年
の
例
で
は
本
願
寺
派
が
当
番
だ
っ

た
が
、
各
宗
綱
要
を
印
刷
製
本
す
る
際
に
、

日
蓮
上
人
の
四
箇
格
言
「
念
佛
無
閒
、
禪
天

魔
、
眞
言
亡
國
、
律
國
賊
」
等
を
協
会
の
趣

旨
に
合
わ
な
い
と
し
て
削
除
し
た
た
め
、
大

谷
光
尊
・
島
地
黙
雷
ほ
か
２
名
が
、
日
蓮
宗

妙
満
寺
派
宗
務
庁
管
長
か
ら
訴
え
ら
れ
る
事

態
に
な
っ
た
（『
明
如
上
人
日
記
抄
』
前
編
、

３
６
０
〜
３
６
５
頁
）。

35
（
１
８
９
７
年
）

	
	

香
川
葆
晃

今
明
両
日
僧
網
ヲ
命
ス	

　

明
治
三
十
年
十
月
一
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

	

解
説　

僧
網
（
そ
う
ご
う
）
と
は
、
行
事
に

あ
た
っ
て
僧
尼
を
監
督
す
る
役
職
。
ち
な
み

に
、
衣
体
の
襟
の
所
を
立
て
た
形
を
僧
綱
襟

と
い
う
。
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36
（
１
８
９
７
年
）	

		


香
川
葆
晃

德
麿
勛
得
度
試
驗
能
問
者
ヲ
命
ス	

　

明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印	

解
説　

法
主
光
尊
の
実
子
、
德
麿
（
大
谷
尊

由
１
８
８
６
〜
１
９
３
６
）と
養
子
の
勛（
大

谷
昭
道
、
１
８
９
０
〜
？
）
の
２
人
が
対

象
。「
明
治
廿
八
年
【
十
二
月
】
十
七
日
大

谷
勛
（
後
、
欣
笑
院
昭
道
）
を
実
子
取
扱
と

し
て
本
徳
寺
入
院
を
達
す
（『
明
如
上
人
略

年
表
』）」

37
（
１
８
９
７
年
）	

		


香
川
葆
晃

德
閒
勛
得
度
係
長	

　

明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

			




解
説　
「
明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
三
日　

一　

得
度
係
長
を
葆
晃
、
係
を
奉
持
局
副
長
、

内
事
局
副
長
に
命
ず
。
直
達
如
例
。

　

三
十
一
年
一
月
四
日　

一　

左
之
通
直
達

す
。
徳
麿
へ
積
徳
院
尊
由　

勛
へ
欣
笑
院
昭

道
」（『
明
如
上
人
日
記
抄
』
後
編
、
６
１
０

〜
６
１
１
頁
）。
門
主
か
ら
の
口
頭
で
の「
直

達
」
か
ら
、
辞
令
の
発
給
ま
で
に
、
四
日
の

時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

38
（
１
８
９
８
年
）	

		


香
川
葆
晃

來
ル
十
五
十
六
両
日
僧
網
ヲ
命
ス	

明
治
三
十
一
年
一
月
十
四
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

辞
令
35
の
よ
う
に
、
行
事
の
当
日
や

こ
の
辞
令
の
よ
う
に
前
日
の
日
付
で
命
令
が

下
る
の
は
唐
突
の
よ
う
だ
が
、
辞
令
37
で
見

た
よ
う
に
、
事
前
に
門
主
か
ら
直
接
口
頭
で

命
令
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

39
（
１
８
９
８
年
）

	
	

香
川
葆
晃

中
宗
大
師
四
百
年
豫
修
法
要
初
夜
不
参
之
節

臨
期
改
悔
批
判
與
奪
候
條
毎
初
夜
参
勤
可
致

事
　

明
治
三
十
一
年
四
月
一
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

３
１
４
ミ
リ
×
２
３
６
ミ
リ
。
蓮
如

上
人
の
四
百
年
忌
法
要
へ
向
け
て
、
改
悔
批

判
（
が
い
け
ひ
は
ん
）
の
役
割
を
与
え
ら
れ
、

毎
初
夜
（
日
没
後
の
時
間
）
に
門
主
不
参
の

場
合
、
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
を
指
示
す
る
内

容
。「
明
治
三
十
一
年
【
四
月
】
七
日
よ
り

七
昼
夜
中
宗
四
百
年
忌
親
修
（『
明
如
上
人

略
年
表
』）」
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40
（
１
８
９
８
年
）	

		


特
選
会
衆　

香
川
葆
晃

特
選
會
衆
ヲ
解
ク	

　

明
治
三
十
一
年
五
月
三
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

解
説　

明
治
28
年
の
辞
令
27
に
続
い
て
、
同

じ
文
言
で
の
２
度
目
の
解
任
で
あ
る
。「
明

治
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日　

一　

執
行
よ

り
特
選
會
衆
任
期
無
之
候
得
共
、
總
代
會
衆

改
選
、
或
は
解
散
之
場
合
に
於
て
は
任
免
す

る
旨
、敎
示
を
以
頒
布
之
義
伺
出
、允
之（『
明

如
上
人
日
記
抄
』
後
編
、
５
１
４
頁
）。」
と

あ
る
か
ら
、
任
期
制
と
な
っ
て
、
任
免
の
辞

令
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

				





41
（
１
８
９
８
年
）	

		


香
川
葆
晃

任
侍
真	

　

明
治
卅
一
年
五
月
七
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
寺
務
印

	

解
説　

侍
真
（
じ
し
ん
）
は
、
本
山
に
お
け

る
恒
例
法
要
の
導
師
の
う
ち
か
ら
補
任
す
る
。

「
侍
眞
職
の
補
任
等
に
關
す
る
條
例
」
が
あ

る
。「
明
治
十
九
年
一
月
九
日　

一　

本
日

司
鑰
（
し
や
く
）
を
廢
止
、
侍
眞
を
置
候
事

（『
明
如
上
人
日
記
抄
』
後
編
、１
４
３
頁
）。」

42
（
１
８
９
８
年
）

	

　
　
　

一
等
巡
敎
使　

香
川
葆
晃

新
御
直
諭
披
露
之
爲
鹿
兒
島
教
區
へ
出
張
被

命
候
事

　

明
治
三
十
一
年
五
月
二
十
日
㊞

（
印
）
本
願
寺
執
行
所
之
印

	

執
行
所

解
説　

鹿
児
島
出
張
へ
の
出
発
は
、
次
の
辞

令
43
の
５
月
25
日
よ
り
は
後
で
あ
ろ
う
。

43
（
１
８
９
８
年
）	

	

　
　
　

一
等
巡
敎
使　

香
川
葆
晃

明
廿
五
日
步
兵
第
三
十
七
聯
隊
軍
旗
拜
受
式

ヘ
出
張
被
命
候
事

　

明
治
三
十
一
年
五
月
二
十
四
日
㊞

	

執
行
所

（
印
）
本
願
寺
執
行
所
之
印

解
説　

監
獄
教
誨
に
な
ら
ん
で
、
軍
人
教
誨

は
、
浄
土
真
宗
が
力
を
入
れ
た
布
教
活
動
で

あ
る
。
日
清
戦
争
以
後
活
発
と
な
る
軍
人
へ

の
説
教
の
た
め
の
大
阪
市
へ
の
派
遣
で
あ

る
。
こ
の
こ
ろ
の
軍
隊
講
話
の
例
は
、
明
治

32
年
発
行
の
『
仏
教
演
説
集　

全
』
等
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。『
仏
教
大
辞
彙
』に
よ
れ
ば
、

こ
の
あ
と
葆
晃
は
鹿
兒
島
別
院
輪
番
と
な
り
、

秋
病
を
得
て
京
都
に
戻
り
、
明
治
31
年
10
月

13
日
に
没
し
た
。
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『
仏
教
大
辞
彙
』
の
葆
晃
の
項
に
は
、「［
明
治
］
十
五
年
學
階
輔
敎
を
受
け
、
二
十
三
年

司
敎
に
進
み
し
が
、
是
に
い
た
り
て
更
に
勸
學
を
授
け
ら
る
。･･････

後
、
同
四
十
二
年

一
月
特
に
生
前
の
偉
功
を
追
賞
し
て
特
別
賞
與
甲
種
を
贈
ら
る
。」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
辞
令
は
筆
者
の
手
許
に
は
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
。

　

京
都
市
西
大
谷
の
大
谷
本
廟
内
の
勧
学
谷
に
「
勸
學
圓
珠
院
釋
葆
晃
」
と
刻
ま
れ
た
墓
が

あ
り
、
す
ぐ
側
に
は
「
勸
學
離
言
院
釋
黙
雷
」
の
墓
も
あ
る
。
側
室
ヨ
ネ
は
、
勧
学
谷
に
ほ

ど
近
い
第
九
区
２
３
３
号
に
「
明
治
廿
九
年
三
月　

香
川
氏
建
」
と
刻
ま
れ
た
墓
に
眠
っ
て

お
り
、
葆
晃
と
ヨ
ネ
の
子
で
あ
る
「
釋
宗
一
」
に
な
ら
ん
で
「
長
壽
院
釋
尼
妙
晃
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
。
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Appointment Letters and Licenses for Shin Buddhism Priests in the Meiji Period: The Case of Kagawa Hōkō, a 
Chōshū Priest of the Hongwanji School

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ankei Yuji

From the late Edo period to the early Meiji era, Shin Buddhist monks such as Shimaji Mokurai (島地黙雷), Ōzu Tetsunen 

(大洲鉄然), Akamatsu Renjō (赤松連城), and Kagawa Hōkō (香川葆晃) achieved remarkable political prominence. 

After Gesshō’s (月性) death, they carried on his legacy by participating directly and indirectly in the anti-shogunate 

movement. After the Meiji Restoration, they promptly moved to Kyoto to initiate reforms in Hongwanji’s (本願寺) religious 

administration. Furthermore, they opposed the Buddhism abolition movement (廃仏毀釈) and the new Meiji government’s 

policy of establishing Shinto as the state religion. Throughout this process, they consistently used Shin Buddhism as an 

example, arguing to new government officials from Chōshū/Yamaguchi like Kido Takayoshi that Buddhism was a religion 

essential to the new state. The author introduces over forty newly discovered official appointments and certificates received by 

Hōkō, the least researched of these four Chōshū-affiliated Shin Buddhist priests who played such active roles, and explains the 

historical context of each document.

Keywords: Hongwanji Temple, Shin Buddhism, Chōshū-Yamaguchi, Kagawa Hōkō, Meiji era




